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「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ 

 

 

当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイ

ドライン」の改定を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．目的 

   当社が「経営理念」の具現化を通じて、企業として持続的に成長し、中長期的な企

業価値の向上を図るため、最良のコーポレートガバナンスを実現することを目的とし

て定めております。 

 

２．構成 

   コーポレートガバナンス・ガイドラインは、当社におけるコーポレートガバナンス

の基本的な考え方や取組み方針等を体系化したものであり、以下の項目で構成してお

ります。 

   第１章 総則 

   第２章 株主の権利・平等性の確保 

   第３章 ステークホルダーとの適切な協働 

   第４章 適切な情報開示と透明性の確保 

   第５章 取締役会等の責務 

   第６章 株主との対話 

   （別紙 中村屋行動規範および社外役員の独立性基準） 

 

３．改定箇所 

   改定した箇所を、添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、下

線で示しております。 

 

以 上 

 



コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

第 1 章 総則 

 

第１条（目的） 

本ガイドラインは、株式会社中村屋（以下「当社」という。）が、以下の「経営理念」の具

現化を通じて、企業として持続的に成長し、中長期的な企業価値の向上を図るため、最良

のコーポレートガバナンスを実現することを目的とする。 

 

【経営理念】 

当社は、経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、中長期的なミッシ

ョンとして、 

・お客様に対して：独自性を磨き、どこよりもおいしい商品を提供することで、感動と笑

顔をお届けする 

・従業員に対して： ひとりひとりが覚悟と熱意をもって仕事に挑戦し、成長することで働

く喜びが生まれる風土をつくる 

・社会に対して： 持続可能な社会の実現に貢献し、ステークホルダーとの信頼を築く 

を掲げ、お客様や社会と共に歩み、喜びを分かち合えるような存在を目指す。 

 

第２条（コーポレートガバナンスの基本的な考え方・基本方針） 

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針は、以下のとおり

とする。 

 

【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方】 

当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等ステークホルダーに対す

る責任を踏まえ、企業として持続的成長と企業価値の向上を目指すために、コーポレート

ガバナンスの基本的な考えであります「透明性のある経営」、「適法・公正な経営」および

「効率的な経営」の実現に努める。 

 

【コーポレートガバナンスに関する基本的方針】 

・当社は、株主の権利を尊重し、実質的な平等性を確保する。 

・当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーと

の良好かつ円滑な関係の維持・構築に努める。 

・当社は、ステークホルダーにとって重要と判断される情報については、正確でわかりや

すい情報の開示に努める。 

・当社取締役、取締役会、監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、

その果たすべき役割・責務を適切に果たすように努める。 

・当社は、株主との建設的な対話の重要性を認識し、適切な対応を行う。 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 



 

第３条（株主の権利・平等性の確保） 

当社は、株主の権利を尊重し、実質的な平等性が確保されるよう、会社情報を適切に開示

し、透明性を確保するとともに、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利行使

に対して適正に対処する。 

 

第４条（株主総会） 

１．当社は、株主総会が議決権を有する株主によって構成される当社の最高意思決定機関

であることから、関係法令や取引所規則に従い、株主に対する十分な情報開示を行い、

また、事前の書面投票を認めることにより、株主の議決権行使の機会を実質的に確保

するための環境整備に努める。 

２．当社は、株主が総会議案に対して十分な検討期間を確保することができるよう、招集

通知の早期発送に努める。また、招集通知に記載する情報は、招集通知発送までに当

社ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイトに開示する。 

 

第５条（資本政策の基本的な方針） 

１．当社は、企業価値の持続的成長を目的とした、中期経営計画および中期財務戦略の実

行により、資本効率の向上、事業成長に必要な投資余力の確保、財務健全性の維持、

株主価値の向上の実現を目指す。 

２．株主還元については、長期にわたり安定的かつ継続的な配当を重視するとともに、今

後の事業展開を勘案した株主資本の充実により企業体質の強化を図ることを基本方針

とする。また、自己株式の取得については、市場環境や資本効率等に鑑み、必要に応

じて実施していく。 

 

第６条（政策保有株式に関する方針） 

１．当社は、取引・協業関係の維持・強化通じて、中長期的な企業価値の向上に資すると

認められる政策保有株式については保有する。一方で、資産効率向上の観点から、政

策保有株式の段階的な縮減を進めることを方針とする。 

２．当社は、毎年 1 回、取締役会にて、政策保有株式について、保有目的の適切性および

保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を検

証する。検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断される株式については、縮

減の対象として対応を進める。 

３．政策保有株式の議決権に関しては、投資先企業および当社の企業価値の向上に資する

提案か否かを総合的に判断し、議決権を行使する。 

 

第７条（買収防衛策） 

１．当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付

行為に対応するため、対応方針を定めている。具体的には、特定株主グループの議決

権割合を 20％以上とすることを目的とする当社株式の取得等を大規模買付行為と定

め、当該行為を行おうとする者に対し、株主が当該行為に応じるか否かを判断するた



めに必要な情報の提供や、当社取締役会による意見表明、代替案の提示の機会を確保

するための一定の手続を求める。大規模買付者が当該手続を遵守しなかった場合には、

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無

償割当てその他法令および定款に基づく対抗措置を講じることがある。対抗措置の発

動にあたっては、当社の経営陣から独立した委員で構成される独立委員会に諮問し、

その勧告を最大限尊重する。 

２．当該対応方針の導入・運用にあたっては、経済産業省・法務省の関連指針および東京

証券取引所の規則等を踏まえ、必要性・相当性・透明性を確保するとともに、適時適

切な開示を行い、株主に対して十分な説明に努める。 

 

第８条（関連当事者間の取引の手続き・枠組み） 

１．当社は、当社および株主共同の利益を害することのないよう、関連当事者間取引につ

いては取締役会にて承認を受ける。 

２．承認を受けた関連当事者間取引が成立した場合には、当該取引についての重要な事実

を取締役会に報告する。 

 

第３章 ステークホルダーとの適切な協働 

 

第９条（ステークホルダーとの適切な協働） 

１．当社は、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・

風土の醸成が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にとって重要な課題

であることを踏まえ、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステ

ークホルダーとの良好かつ円滑な関係の維持・構築に努める。 

２．当社は、環境保全や社会貢献等を通じた、これらのステークホルダーとの適切な協働

に取り組むべく、本ガイドラインに別紙として添付した「中村屋行動規範」を制定し、

全役職員に周知を図る。 

 

第 10 条（社内の多様性の確保） 

当社は、様々な価値観の存在は会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを認

識し、事業の特性を活かして、障害者雇用に積極的に取り組み、女性の積極的活用を推進

するとともに、次世代育成計画に基づく子育てと仕事の両立支援を実施するなど、全従業

員が継続的に活躍できる環境作りを推進する。 

 

第 11 条（内部通報制度） 

１．当社は、内部通報制度として、別途定める「中村屋ヘルプライン規程」に基づきヘルプ

ライン制度を運用する。コンプライアンスやハラスメント等に関して、社内で 2 つの

相談窓口を設けるとともに、当社顧問弁護士が受け付ける社外窓口を設ける。重要な

案件は、コンプライアンス・リスク管理委員会の委員長（代表取締役社長）に報告す

る体制をとる。 

２．当該制度の運用状況については、取締役会へ定期的に報告する。 



 

第４章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

第 12 条（適切な情報開示と透明性の確保） 

当社は、法令に基づく開示のほか、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と

判断される情報については、適宜証券取引所や当社ホームページにて正確でわかりやすい

情報の開示に努める。 

 

第５章 取締役会等の責務 

 

第 13 条（取締役会の役割） 

１．取締役会は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率等

の改善を図るべく、当社の経営理念に基づき、中期経営計画等を策定して経営の方向

性を示すとともに、それらの取組みの進捗管理を行う。 

２．経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役会において、法令、定款および「取

締役会規程」に規定された事業年度予算や取締役候補者の選任等の重要事項について、

決議する。 

 

第 14 条（監査役および監査役会の役割） 

１．監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場

で、その役割・責務を果たすことにより、当社の健全で持続的成長を確保し、外部会

計監査人、内部監査人等とともに、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制

を確立することを「監査役監査基準」に定めて、監査にあたる。 

２．監査役および監査役会は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、外部会計監

査人等から受領した報告内容の検証、業務執行および財務状況に関する調査等を行い、

取締役等に対する助言または勧告等の意見の表明を行う。 

３．監査役会は、会計監査人が独立した立場を保持し、適切な監査を実施することを監視・

検証し、監査方法および結果が相当であることを確認する。また、日本公認会計士協

会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、

会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて専門性を有することを確認する。 

４．当社は、新たな会計監査人候補者の選定・評価および現任の会計監査人の評価につい

ての「会計監査人の選定と評価のための基準」を策定し、その基準に基づき評価する。 

 

第 15 条（社外取締役の役割） 

当社の独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について助言を行うことのほか、経営陣

の選解任を含む取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、会社と経営陣・

支配株主等との利益相反取引の監督を行うこと、独立した立場で少数株主をはじめとする

ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること等の期待される役割・責務を

果たす。 

 



第 16 条（取締役候補者等の選解任を行うにあたっての方針と手続き） 

１．当社は、執行役員の選任にあたっては、性別を問わず、人事評価委員会の評価に基づ

き、会社の業務に精通し、人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うすることの

できる者を選任し、取締役会にて決議する。 

２．当社は、取締役の選任にあたっては、会社の内外・性別を問わず、執行役員の資質を具

備したうえで、更に企業経営の諸問題に精通していること等、人格・識見ともに優れ、

経営者として職務を全うすることのできる者を候補者とし、指名委員会が選定し、取

締役会が株主総会に付議する候補者を決定する。当社の取締役会は、多様な知識・経

験・能力を有する者からバランスよく構成されるよう努める。 

３．当社は、監査役の選任に当たっては、取締役の職務執行の監査を公正に遂行すること

ができる知識・能力・経験を有していることに加え、財務・会計に関する適切な知見

を有している者等の基準を満たした者を候補者とし、指名委員会が選定し、監査役会

の同意を得たうえで取締役会が株主総会に付議する候補者を決定する。 

４．当社は、社外取締役および社外監査役を、東京証券取引所の独立性に関する判断基準

および本書添付別紙に記載する当社の社外役員の独立性基準に基づき、候補者を選任

する。 

５．取締役の解任については、取締役規程に、不適格事由と懲戒手続を定め、原則として

取締役会が発議し、株主総会で決議する。また、執行役員の解任については、執行役

員規程に不適格事由と懲戒手続を定め、取締役会で決議する。 

 

第 17 条（取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続き） 

１．当社の取締役の報酬は、同業種他社等の報酬水準、従業員給与等とのバランスを勘案

し、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、適切な報酬水準とするこ

とを基本方針とする。取締役の報酬は、健全なインセンティブの一つとして機能する

ことを目的に業績連動制度を採用し、役位に応じ、固定報酬（金銭報酬および株式報

酬）ならびに業績連動報酬により構成する。社外取締役の報酬は、固定報酬とし、そ

の内容は金銭報酬のみとする。 

２．固定報酬は、役員報酬の基本方針に基づき策定した役員報酬基準により、役位に応じ

た報酬を支給または交付する。 

３．業績連動報酬に係る指標は、個人別に設定された業績結果、非財務成果、役割貢献で

あり、役員報酬基準に基づき、役位に応じて、算定した報酬を支給する。 

４．固定報酬のうち金銭報酬ならびに業績連動報酬は、年額報酬を 12 等分して毎月支給す

る。株式報酬は、原則として毎年７月に、取締役会の決議を経て交付する。 

５．報酬種類ごとの割合の決定の方針は、固定報酬を約 8 割、業績連動報酬を約 2 割の比

率とする。なお、固定報酬における金銭報酬および株式報酬の構成は、役員報酬基準

において定める。 

６．当社は取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を

設置する。同委員会において、取締役の個人別報酬決定の手続き、役員報酬基準なら

びに業績連動報酬の適正性等につき審議し、取締役会に答申する。取締役会は、その

内容を踏まえ取締役の報酬等を決定する。 



 

第 18 条（外部会計監査人との連携の確保） 

当社は、外部会計監査人と事前協議の上、年間の監査スケジュールを策定し、十分な監査

時間の確保に努める。また、外部会計監査人からの要請により、代表取締役社長、経理・財

務部を統括する執行役員等との討議の場を設ける。さらに、会計監査や四半期レビューの

報告、J-SOX 監査等を通じ、監査役、内部監査人、経理担当者との十分な連携の確保に努

める。 

 

第 19 条（取締役・監査役に対するトレーニングの方針） 

１．当社は、取締役・監査役は期待される役割・責務を適切に果たすために必要な知識の

習得に努めるべく、定期的に役員研修等のトレーニングを実施する。 

２．また、取締役・監査役は、外部セミナー等への参加により積極的に必要な知識の習得

に努める。 

３．社外取締役および社外監査役に対しては、当社の理解度を深めるための必要な情報提

供を行う。 

 

第 20 条（取締役会の実効性評価） 

取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を

開示する。 

 

第 21 条（情報入手と支援体制） 

１．取締役は、取締役の意思決定に必要な情報がある場合には、関連する部門へ情報の提

供を求める。 

２．監査役は、経理部、内部監査室および外部会計監査人から情報収集を行うとともに、

必要に応じ関連する部門から情報収集を行う。 

３．社外取締役および社外監査役への情報提供については、総務・法務部で行う。 

 

第６章 株主との対話 

 

第 22 条（株主との建設的な対話に関する方針） 

１．当社は、株主との対話に関する窓口を総務・法務部とするとともに、広報・CSR 部に

て IR 取材を受け付け、これらを統括する執行役員が体制を整備する。会社の持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上のため、必要に応じて、合理的な範囲において、す

べての取締役、監査役および執行役員が建設的な対話に対応する。 

２．株主との対話に際しては、その意見の経営幹部等への適切なフィードバックを行うと

ともに、当社が別途定める「インサイダー取引防止規程」に従い、インサイダー情報

漏洩防止を徹底する。 

３．定期的に投資家向け説明会を実施する。 

 

 



附則 

 

第 23 条（改訂） 

本ガイドラインの改廃は、取締役会の決議による。 

 

2015 年 11 月 20 日 制定 

2018 年 11 月 21 日 改定 

2022 年 3 月 22 日 改定 

2024 年 4 月 30 日  改定 

2026 年 6 月 26 日  改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【中村屋行動規範】 

・法規範の順守 

国内外の各種法令、社会規範および社内規則を遵守し、反社会的行為には毅然とした対

応で臨み、良識ある企業活動を行います。 

・お客様の安全・安心 

安全で安心なより良い商品とサービスの提供を行い、お客様の満足度を向上させ、信頼

を得られるよう努めます。 

・公正な取引 

お取引先に対して不当な要求をせず、契約に基づく公正で透明な取引を行い、信頼ある

関係を築きます。 

・働きやすい職場 

一人ひとりの人権と多様性を尊重し、安全で快適な環境の整備に努め、誰もが働きやす

い職場をつくります。 

・適正な情報開示 

積極的かつ適時・適正な情報開示を行い、広く社会とのコミュニケーションをはかるこ

とで透明性を維持します。 

・機密情報・個人情報の管理 

企業機密や個人情報を厳重に管理し、不正目的での利用や外部への漏洩を防止します。 

・環境保全 

省エネ・省資源・廃棄物の排出削減に取組み、企業活動における環境への負荷を最小限

に抑えます。 

・社会貢献 

「食」に携わる企業として、「食」に関する支援活動を中心に、社会への貢献に努めます。 

 

 

【当社の社外役員の独立性基準】 

当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役をいう）の独立性を確保するため、独立

性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有

する者」と定めております。 

１．現在または過去 10 年間において、当社の業務執行者 

２．現在または過去 10 年間において、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

３．現在または過去 10 年間において、当社の主要な取引先又はその業務執行者 

４．当社より役員報酬以外に年間 1,000 万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者 

５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族 

別紙 


